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風 薫 る 五 月 

校長 田辺 義朗 

 

 ５月１１日（月）は、「いじめ・いのちについて考

える日」です。毎年、ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ後の月曜日に設定

し、いじめ防止や命の大切さについて話をしたり、い

じめについて考えたりする取り組みを行っています。 

一定の人間関係のある子どもたちの間で、したこと、

されたことが相手や自分にとって「嫌だ」と感じたこ

とは、「いじめ」にあたるとされています。また、い

じめというと、「多人数から少数人数に対して行われ

るもの」という印象があるかもしれませんが、１対１

であっても、もちろんいじめは起こります。また、暴

言や暴力でなくても、表情や態度によっても相手を傷

つけてしまう場合もあります。 

 いじめをなくすためには、一人一人が、相手の気持

ちを考えて言葉を発したり行動したりすること―思い

やりや想像力が大切です。「相手がそこまで嫌がると

は思わなかった」と感じても、された相手はとても辛

く思っているということもあります。そして、相手が

嫌がっているとわかった時は、すぐに相手に「ごめん

ね」と素直に謝ることも必要です。 

また、相手の発言や行動に、「嫌だ」と思った時は、

相手にその気持ちを伝えることも重要です。子どもた

ちには、直接伝えることができない時は、先生や家族

等に自分の気持ちを伝えるよう話しています。時には、

「いじめられた」と感じても、「勘違いだった」とい

うこともあるかもしれません。そんな場合でも、相手

に「嫌だった」と伝えなければ、何も解決することな

く、わだかまりだけが残ってしまいます。 

子どもたちには、常に相手のことを思いやる人、そ

して嫌なことは「嫌だ」といえる人になってほしいと

思います。 

 
 

 

 

                            

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪お知らせとお願い≫ 

① 家庭訪問について 

５月１日(金)、７日（木）、８日(金)に家庭訪問を実

施します。期間中、１年生は通常の時間割通りの下校時

間に、２年生以上は５時間目終了後下校（１４時４５分

頃）となりますので、下校後のお子さまの安全生活につ

きまして、十分なご配慮よろしくお願いいたします。 

 

② 学習用端末について 
学習用端末は学校で毎日使用しています。（低学年も

順次使い方を学んでいきます。）持ち帰った際には充電
をしていただき、登校時に持たせるよう、よろしくお願
いします。 

 
 

 

 

日 曜 学 校 行 事 ＰＴＡその他 

１ 金 家庭訪問 記名の日  C-NET       ★  

２ 土   

３ 日 憲法記念日  

４ 月 みどりの日  

５ 火 こどもの日  

６ 水 振替休日  

７ 木 家庭訪問             ★ PTA 実行委員会 

８ 金 
家庭訪問 C-NET         ★ 

２年春の種まき活動       
 

９ 土   

10 日   

11 月 
いじめ・いのちについて考える日 

１年心臓検診  C-NET 
 

12 火 
５年春の遠足（大泉緑地） SC 

耳鼻科検診２・４・６年 
 

13 水 尿検査２次 代表委員会   ★  

14 木 委員会  

15 金 
３・４年春の遠足（海遊館）  

内科検診１・２・５年 C-NET        
 

16 土       

17 日   

18 月   

19 火 
１・２年春の遠足（天王寺動物園） 

ソフトボール投げ 3.4.5.6 年 
 

20 水 読み聞かせ         ★  

21 木 ５年春の遠足予備日  

22 金 内科検診３・４・６年 C-NET 学校協議会 

23 土   

24 日   

25 月 C-NET  

26 火 ２年花の苗植え SC 徴収金振替日 

27 水              ★  

28 木 歯科検診１・３・５年 クラブ  

29 金 C-NET １・２年春の遠足予備日  

30 土   

31 日   

備 考 
★：放課後遊びなし ＳＣ：スクールカウンセラー 

Ｃ－ＮＥＴ：ﾈｲﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾃｨｰﾁｬｰ 

令和８年度 ＮＯ．２ 

２０２６年 ４月３０日 

大阪市立東三国小学校 

５ 月 行 事 予 定 
 

【記名の日について】 
毎月１日を『記名の日』にしています。 

自分の物、他の人の物、みんなで使う物を大切にし、て

いねいに使用できるようにと考えています。そのため

に、まず、自分の持ち物に記名することから意識を高め

ていきます。ぜひ、ご家庭でもご協力ください。 

文房具（えんぴつ、けしゴム、さしなど）の他に、帽

子や衣類等の落とし物が目立ちます。改めてお子さまの

持ち物の記名の確認をお願いします。 

就学援助制度申請の締切について 
・5 月 12 日をもって、一般申請１（税情報を利用する

申請）の受付が終わります。 

・一般申請２（証明書類をつける申請）の受付につき

ましては、6 月 30 日までになります。 

 ・昨年認定を受けていた方も、認定は年度ごとですの

で再度申請が必要です。 

 ・申請理由⑫「特別な事情」で申請される方で、賃貸

住宅にお住まいの場合、「賃貸契約書の写」を提出す

ることが必要です。 
  

た

て

わ

り

班

清

掃 

週

間 

体

力

テ

ス

ト

週

間 

生活目標（５月）  

名札を身に着けよう 

品格教育５月テーマ 
『おもいやり』 


